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第４号議案 ２００６年度活動方針（案）

Ⅰ．はじめに

人口の減少・高齢化の進展は、わが国経済をこれまでの拡大基調から縮小へと向かわせる

ことになると見られています。熊本県の人口も減少し、高齢化率は上がっています。

これまではＧＤＰ（国内総生産）がその国の力を量るバロメーターとして重要視されてき

ましたが、これからは、経済全体の規模を競うより 「国民一人当たりの経済規模」を重視、

する方向に意識を変えて行くことが必要です。なぜならば、豊かな暮らしができるかどうか

は、国民一人ひとりの所得の動向にかかっているからです。現在わが国のＧＤＰは世界第２

位といわれていますが、わが国のほぼ半分のドイツや３分の１にも満たないフランス、イギ

リスなどと比較してみると、生活の豊かさに対する実感は逆にかなりの差があるようです。

また一人当たりの国民所得でもわが国は世界の最高水準に位置していますが、残念ながら生

活実感はそれにともなっていません。それは、過度な市場経済最優先・競争の原理万能とす

る政治手法や経営手法が「強い者勝ち」の流れを加速させ、社会の至る所で格差が拡大し、

公的年金をはじめとする社会保障制度が不安定なまま放置されていることによるものといえ

ます。

「団塊の世代」が大量発生する２００７年問題は、今日まで労働運動、福祉運動、事業体

活動を支えてきた大量の労働者が姿を消すことによって、労働組合や労働者福祉事業といえ

ども容赦なく厳しい市場競争にさらされ、ともすれば社会の片隅に追いやられ、淘汰される

危険性さえ出てくるということです。

事業団体を取り巻く状況は 「団塊の世代」対策や保険窓販など新たな課題も加わり一段、

と厳しい状況にあります。したがって勤労者の暮らしを守り、福祉向上をめざす自主福祉運

動の一翼を担う事業団体活動はますます重要性をましております。よってより一層の事業基

盤の強化と経営改善に取り組んでいかなければなりません。

南部労福協が昨年提起した「労働者福祉運動の強化と発展のために」を具現化するために

各団体、各機関での議論を深めていくとともに、昨年８月連合・労金協会・全労済と中央労

福協が基本合意した「勤労者の暮らしにかかるサポート事業」についても連携した論議が必

要と思われます。

県労福協は、連合熊本、各事業体・ＮＰＯ団体などとの連携を深め、相互の力を結集し、

活力ある福祉社会の実現に向け、生活の場・地域に福祉活動のセイフティネットの構築へむ

け、さらに福祉の街づくりの取り組みなどの取り組みを進めることが重要となっています。

Ⅱ．活動の基調

１ 「みんなで、生きる、働く、暮らす、ケアする、地域福祉」を創るため、政策・制度の．

改善を図るとともに、自主福祉活動の充実強化に努めます。

２．連合熊本と各事業体の相互理解に立って、各事業体の基盤強化と勤労者の生涯福祉実現

に向けて努力します。
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３．労福協活動を勤労者・生活者の暮らしに定着させるため、地域における活動を一層重視

し、そのために連合熊本・各事業体・各地区労福協との連携を強めます。

４．連合・労金協会・全労済と中央労福協が２００５年８月に基本合意した「勤労者の暮ら

しにかかるサポート事業」についても論議をはじめます。

Ⅲ．具体的取り組み

１．重点対策課題プロジェクトの検討結果を実践に生かそう！

①中小企業勤労者福祉サービスセンターの充実・再生に向けた取り組み

現在中小企業勤労者福祉サービスセンターは、熊本市において設置されているものの、全

県的な拡がりとはなっていません。八代市における設置をめざし、八代地区労福協、連合八

代地協と連携をはかり取り組みを進めることとします。

また、熊本市についても、サービス内容の充実と共に、労金・全労済との関わりを強める

取り組みを進めることとします。

②介護サポートの取り組み

介護する人、介護を受ける人のお互いの気持ちを受け止め、秋津レークタウンクリニック

に設置されている「居宅介護支援センター・アレック」との連携を深めるとともに、全労済

が検討している「介護支援事業」の取り組みについて、労福協としての役割を果たすことと

します。

③ファミリーサポート・子育て支援の取り組み

２１世紀を担う子どもたちを支える地域社会の創造をめざして活動する「子どもＮＰＯセ

ンター」などのボランティア団体との連携を広める取り組みを行います。また、子育てに悩

む人たちを応援する取り組みの支援などについて、秋津レークタウン「生き活き夢クラブ」

との連携を深め検討を進めることとします。

④定年退職者・高齢者との連携の支援について

元気でがんばっているシニアの活動支援について、熊退連と連携し検討を進めることとし

ます。特にこれから生じる団塊の世代の対策について研修を深めます。

⑤ライフセミナー・生活応援運動の取り組み
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ろうきんの「しあわせ創造運動 ・全労済の「保障設計運動」との連携を図りながら、ラ」

イフセミナーを各地区労福協役員を中心に開催のこととします。

また、新たな多重債務者を出さない取り組みについても、同様取り組みを進めることとし

ます。

ライフセミナーを地区労福協の役員を中心に開催します。

２．政策・制度要求の取り組み

連合熊本が熊本県に提出する 「政策・制度要求と提言」の取り組みと一体となって、下記、

の項目を中心に取り組みを進めることとします。

①社会保障制度改善への対応について

ア．中小企業退職金共済制度の普及

イ．中小企業勤労者財形積立制度の普及

②勤労者福祉の向上に向けた取り組みについて

③食の安全確保と自然環境の保全について

④暮らしの安全運動としての震災対策の救援ネットワークづくりについて

⑤介護保険制度の充実を求める取り組み

ア．介護保険事業所に対する第三者評価基準の作成

イ．介護保険料の６段階化を求める取り組みと、介護保険料の減免条項及び利用料の減免条

項の制度化

３．総合福祉事業としての活動の強化

①連合熊本・熊退連・各地協との連携の強化について

今後ともより一層の連携を図り、社会福祉政策・各種企業内福利厚生制度や福祉労働分野

での連携した取り組みを進めることとします。

②各事業体活動について

南部労福協は「労働者福祉運動の強化と発展のために」をテーマに１年間検討を重ね、問

題提起を行いました。このことを踏まえ、県労福協として、各事業体の理念や存続意義につ

いての理解を求める取り組みとともに、労働者の共助について等の教育宣伝を行うこととし
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ます。

また住宅生協事業の今後のあり方について、常任幹事会において検討を深めることとしま

す。

③生活福祉何でも相談ダイヤルの実施について

連合熊本の集中期間に実施するとともに、通年的な取り組みについて、各事業体との連携

を含め検討を進めることとします。

④税務サポート対策の実施について

引き続き労働組合会計に対するサポートを実施します。

⑤県労福協とＮＰＯ団体との連携

各種課題ごとに様々なＮＰＯ団体が活動を行っています。中央労福協でも重点対策課題と

の関係の中でも、連携の強化が提起されており、更に安心福祉ネットワークの関係では労福

協が要的役割を担い、それぞれの課題ごとに、それに関係する団体を紹介するなどの取り組

みを構想しています。こうしたことから当面ＮＰＯ団体との連携を強めることとします。

⑥ホームページの充実について

、 。県労福協のホームページについて 中央労福協の協力を得ながら取り組みを行っています

広報活動の一環としてさらに充実に努めることとします。

４．各地区労福協活動の強化について

各地区労福協活動は、活動に濃淡があり、まずは幹事会機能の確立が最重要となっていま

す。従って各地区労福協と県労福協との連携を密にするとともに、連合各地協とも連携を強

化し、より幅広く幹事会体制の確立をはかり、各地区労福協の独自活動と共に、下記のテー

マについて、取り組みを強化することとします。

①介護保険関係

介護保険料の６段化の条例制定を求めるとともに、減免条項の制定へ向けた取り組みを行

います。

②事業体との連携

推進委員会活動を含め連携を強化します。

③研修会、学習会などの開催
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ライフセミナー、ろうきんの「しあわせ創造運動 、全労済の「設計保障運動 、などに」 」

ついて、ろうきん推進委員会や全労済との連携をはかり、次の諸課題について検討を行い実

施へ向け取り組むことととします。

ア、ライフセミナーの開催

イ、ろうきん・全労済合同推進委員研修会・交流集会の開催

ウ、フレッシャーズ講座の開催

エ、事業体・労組青年組合員の交流会の開催

オ、福祉のまちづくり（安心ネットワーク）の推進

カ、ワンストップサービスの論議の開始

５．熊本県自然災害遺児救援会活動の強化

熊本県自然災害遺児救援会が発足し、本年で７年を迎えます。将来的にはＮＰＯ法人格・財

団法人の取得を展望し、経営基盤の増強の取り組みを進めています。その基本は、全県下的に

全労済指定整備工場への入庫運動をつうじた取り組みとなっており、連合各地協とも連携し当

面の目標である、２０００台入庫運動の達成へ向け取り組みを進めることとします。また各種

取り組みを通じてのカンパ活動など積極的に取り組むこととします。

６．福祉の街づくり構想の推進

秋津レークタウンをモデルに、現在取り組んでいる福祉の街づくりについて、夢クラブ事務

局との連携のもと、買い物介助事業（仮称）について検討を進めることとしており、労福協と

しても論議への参加を含め、協力を行うこととします。

また、八代・天草についても準備作業を進めることとします。

７．諸会議の開催

①幹事会・常任幹事会の開催

幹事会・常任幹事会は交互に毎月開催し、労福協活動の具体化を図ることとします。

②事業団体理事長・県本部長会議、専務会の開催

事業団体理事長・県本部長会議、専務会は必要に応じ開催し、連合熊本・事業体・労福協
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活動との連携をより強化する立場から引き続き開催することとします。また南部ブロック労

福協から提起のあっている「労働者福祉運動の強化と発展のために」の具体化について、検

討を深めることとします。

③地区労福協代表者会議の開催

３～４ヶ月ごとに開催し、県労福協活動の推進と地区労福協活動について、情報交換に努

めることとします。

④労福協強化期間の取り組み

中央労福協は期間の設定はないものの、重点課題政策の取り組みを中心に講演会・学習会

の開催を提起しています。労福協として次の取り組みを行います。

ア、他地方労福協の視察を含めた研修を行うこととします。

イ、研究集会の開催を中心に取り組むこととします。

ウ、労働組合会員を対象とした事業団体利用促進へ向けた研修会の開催を行うこととしま

す。

８．検討委員会などの設置について

①県労福協「福祉基金あり方検討委員会」

前記について、幹事会で検討委員を選出し検討を始めることとします。

②県労福協「法人化検討委員会」

前記について、幹事会で検討委員を選出し検討を始めることとします。

③勤信協残余財産検討委員会

前記について、検討を始めることとします。


